
別紙（個人情報ファイル簿）

（名称）

（所在地）

米子市福祉保健部フレイル対策推進課事業推進担当

683-0811 米子市錦町一丁目139-3

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

記録範囲
65歳以上の者（年度末基準）（ただし、「ずっと元気にエン
ジョイ！よなご」フレイル対策事業モデル地区の永江において
は、64歳以上の者（年度末基準））

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先

記録情報の収集方法

・本人から
・住民基本台帳
・関係各課（長寿社会課・交通政策課・福祉課・健康対策課・
障がい者支援課）

個人情報ファイルの名称 フレイル対策の推進に係る事業ファイル

個人情報ファイルの利用目的 フレイル状態の進行抑制及び要介護状態の発生防止

記載項目

1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7
健康状態、8身体の特徴、9傷病歴、10健診結果等、11体力測
定の結果、12収入、13生活保護受給の有無、14家族状況、15
趣味嗜好、16住居状況、17相談内容、18趣味嗜好、19高齢者
の保健事業と介護予防の一体的実施における介入状況

行政機関等の名称 米子市長

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

担当課 担当名

フレイル対策推進課 事業推進担当

個人情報ファイルの種別
（電算処理ファイル）

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当する
ファイル

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

法第60条第2項第2号

有 無

法第60条第2項第1号



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集を受ける組織の名称
及び所在地
行政機関等匿名加工情報の概
要

備   考

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間
記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

記録されている本人の数

作成された行政機関等匿名加
工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

1,000人以上 1,000人未満



別紙（個人情報ファイル簿）

（名称）

（所在地）

個人情報ファイルの名称 「医療・地域連携」フレイル対策連携事業

行政機関等の名称 米子市長

担当課 担当名

フレイル対策推進課 事業推進担当

個人情報ファイルの利用目的
医療機関に入院する者のフレイル状態を把握し、入院前及び退
院後に早期にフレイル予防を推進することにより健康寿命の延
伸を図る。

記載項目

1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日、5住所、6電話番号、7
健康状態、8身体の特徴、9傷病歴、10健診結果等、11心身障
害、12性格・性質、13収入、14公的扶助、14家族状況、15婚
姻、16住居状況、17相談内容、18趣味嗜好、19高齢者の保健
事業と介護予防の一体的実施における介入状況

記録範囲
医療機関に入院予定の６５歳以上の者で、フレイル又はプレフ
レイルに該当した者。

記録情報の収集方法

本人（代理人を含む）
市の機関内の他業務からの収集：
・介護保険に関する事務
・生活保護法による調査・指導・措置に関すること及び保護決
定実施に関する事務
市の機関外からの収集：フレイルの疑いのある者に対し、本人
同意を得た上で医療機関から市に情報提供する。

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 鳥取大学医学部附属病院及び地域包括支援センター

米子市福祉保健部フレイル対策推進課事業推進担当

683-0811 米子市錦町一丁目139-3

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地



訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当する
ファイル

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集を受ける組織の名称
及び所在地

備   考

個人情報ファイルの種別
（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

記録されている本人の数

行政機関等匿名加工情報の概
要
作成された行政機関等匿名加
工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

法第60条第2項第2号

有 無

法第60条第2項第1号

1,000人以上 1,000人未満


